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Ⅰ プラン策定にあたり 

 

 地方自治体は今、地方分権の時代を迎え自己決定・自己責任に基づく地域社会の構築が急

務となっているなか、小規模自治体においては、少子・高齢化の進行、多様化・複雑化する住

民ニーズ、低迷し続ける地域産業、そして何より国・地方とも年々厳しくなる財政等かつてない

状況下で、私達木祖村は、昨年６月に住民意向調査により町村合併によらない自主・自立に

よるむらづくりを進めることを選択しました。 

９月以来７ヶ月に亘り「木曽川源流の里むらづくり協議会」において、当面する行政サービス

の水準や負担、将来に向けての村のあり方や課題、行政と住民とのあり方等について、住民

参加のもと全体会議、４つの部会、講演会そして各組織における話し合い等、時間と人手をか

けて度重なる検討・協議してきました。 

全体を通して感じることは、現在の時勢から行政における財政の規模は縮小せざるを得な

いことや住民の皆さんにも更なる負担をお願いすること、行政の職員も身を削りもっと汗を流し

ていくこと等、かつてないほどの見直し・改革をしていかなければなりません。このことは、行財

政運営を従来の進め方から転換することに尽きます。今は、小規模自治体が自立していくため

の基礎固めでありスタート地点であるといっても良いと思います。また、住民参加による行政と

の協働がこれからの地域の自治を守り、育て、活性化するための大きなポイントであります。

村民の方々一人ひとりに積極的に参加していただき自主的・自立的な地域づくりができるよう

な体制・人づくり等が重要な課題であります。 

自立プランは、このような転換期や改革に向けての指針となるものであります。今後、具体

的に進めながら、合わせて評価・点検し必要のあるものは修正や見直しを加えより良い方向を

見出して行きましょう。 

自立ということから、村全体が沈滞することがあってはなりません。小さいながらも輝く個性

あるむらづくりはこれからです。村民一人ひとりが明るく元気で生きがいのもてる生活がおくれ

るよう共に頑張りましょう。自立プラン策定に向け、むらづくり協議会の委員はじめ関係各位の

御協力に心から感謝申し上げると共に、今後村民各位の御理解をお願いします。 

 

 

平成１７年３月３０日 

 

木祖村長 栗 屋 德 也  

 
- 1 - 



Ⅱ 自立に向けて 

  １ 国・県の動向 

（１）国の方針（合併推進の背景） 
 

政府は、平成１２年１２月に閣議決定した「行政改革大綱」の中で、「市町村合併後の自治体

数は１，０００を目標」とした上で、「自主的主体的な市町村合併を積極的に推進し、行財政基

盤を強化する」との方針を打ち出しました。また、平成１３年３月に示した「『市町村合併の推進

についての要綱』を踏まえた今後の取り組み」の中で、市町村合併は、地域のあり方にかかわ

り、地域の将来や住民の生活に大きな影響を及ぼす事柄であることから、市町村や地域住民

が自主的、主体的に取り組むことが基本であるとしています。 

市町村合併特例法の期限（平成１７年３月３１日）前に、「市町村の合併の特例等に関する

法律」、「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」、「地方自治法の一部を

改正する法律」のいわゆる合併三法が平成１６年５月１９日成立し、５月２６日に公布されまし

た。 

平成１７年１月１日現在、法定協議会数は５５１、構成市町村数は１，６４０に達し、全国２，８

６８市町村の５割に近い市町村が合併協議を進めています。 

総務省は、現行合併特例法の期限である平成１７年３月に向けて市町村合併を協力に推進

するとともに、現行合併特例法の改正により、平成１７年３月３１日までに都道府県知事に合併

の申請を行い、平成１８年３月３１日までに合併する市町村に対して、現行合併特例法の財政

支援措置等の特例措置を受けることができることとしています。 

また、合併特例区及び地域自治区（いわゆる地域自治組織）制度を創設し、旧市町村のま

とまりに配慮しつつ、合併することを可能としました。さらに、合併新法により、平成１７年４月以

降も市町村合併を推進することとし、合併に関する障害を除去する特例措置（合併特例債は

廃止）、都道府県による市町村合併の推進に関する構想の策定等の規定を設けています。 

全国各地において、現在合併協議が山場を迎えています。 

【全国の市町村数２，５７１ （市７２９ 町１，４６５ 村３７７ 平成１７年３月２８日現在）】 

   【平成１１年３月３１日 ３，２３２ ⇒ 平成１８年３月３１日 １，８２２（申請済を見込む）】 

 

   今一度、市町村合併の背景事情を整理すると、市町村を取り巻く環境は次のとおり大きく変

化しており、市町村においては社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに的確に対応したサ

ービスを効率的かつ安定的に提供できる体制づくりが急務となっています。 

 

①住民ニーズの広域化・高度化にともなう高度な行政サービス 

交通・情報通信手段の飛躍的発達に伴い、住民の日常生活圏は、市町村の区域を超え

て拡大しています。このため、行政に対するニーズも広域化しており、市町村の区域を超え

たまちづくりや取り組みが求められています。また、質のうえでも、住民ニーズは高度化して

おり、より専門的で高度な行政サービスを供給できる体制づくりが求められています。 
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②地方分権の推進 自己決定・自己責任の原則に基づいた地方分権の推進 

地方分権の担い手である市町村には自己決定・自己責任の原則に基づき、住民とのパ

ートナーシップのもと、個性豊かな地域社会を築いていくことが求められています。 

そのためには、期待される役割を十分担えるよう市町村の行財政基盤の強化が課題とな

っています。 

 

③少子・高齢化の進行の中で誰もが安心して暮らせるサービスの維持・向上 

本格的な少子・高齢化社会の到来により、保健福祉の分野を中心に市町村が提供する

サービスの内容が高度化・多様化しています。 

 今後も保健福祉サービスを中心に、住民ニーズは質・量ともに増大することが見込まれる

ため、市町村には誰もが安心して暮らせるよう、サービス水準の維持・向上を図ることが求

められています。 

 

④厳しい財政状況の中で最小のコストで最大のサービスを将来にわたって安定的に提供で

きる体制づくり 

   （２）国・地方財政参照 

 

（２）国・地方財政 

 

国の財政は、平成１６年度予算では公債依存度が４４．６％にも及ぶなど、平成１６年度末

の公債発行残高が約４８３兆円（普通国債残高）となり、地方の債務残高（２０４兆円）と国の長

期債務等合わせると７１６兆円（平成１７年度末７７４兆円程度の見込み）にも上るものと見込

まれ、先進国のいずれの国と比較しても極めて深刻な状況です。また、歳入歳出構造はます

ます硬直化してきており、財政構造についての思い切った見直しがなければ、歳出と税収の多

額のギャップは年々拡大していく可能性が高くなります。したがって、財政構造改革の取組を

強化し、将来世代に責任が持てる財政を確立する必要があります。 

平成１７年度の予算編成においては、２０１０年代初頭における基礎的財政収支の黒字化を

念頭に置きつつ、構造改革を一層推進するため、「改革断行予算」という基本路線を継続し、

持続的な財政構造の構築と予算の質の向上を図る必要があります。このため、歳出改革を一

層推進し、一般会計歳出及び一般歳出の水準について、実質的に前年度水準以下に抑制し

てきた従来の歳出改革路線を堅持・強化しています。また、歳入面においては、足下の経済情

勢や税収動向を踏まえ、新規国債発行額について平成１６年度（３６．６兆円）よりも減額する

ことを視野に極力抑制しています。 

地方財政については、国と地方に関する「三位一体の改革」を推進することにより、地方の

権限と責任を大幅に拡大し、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めることで、真に住民に

必要な行政サービスを地方が自らの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するととも

に、国・地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図ります。特に国庫補助負担

金改革については、平成１７年度及び平成１８年度予算において、３兆円程度の廃止・縮減等

の改革を行うこととし、改革に伴う税源移譲は、平成１６年度の所得譲与税及び税源移譲予定

特例交付金として措置した額を含め概ね３兆円を目指しています。また、地方交付税について
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は、平成１７年度及び平成１８年度は、地域において必要な行政課題に対しては適切に財源

措置を行うなど、「基本方針２００４」を遵守することとし、地方団体の安定的な財政運営に必要

な地方交付税、地方税等の一般財源の総額を確保します。なお、税源移譲に伴う財政力格差

が拡大しないようにしつつ、円滑な財政運営、制度の移行を確保するため、税源移譲に伴う増

収分を、当面基準財政収入額に１００％算入（現行７５％）することとしています。 

 

（３）長野県の動向 

 

①市町村合併に関する基本方針 

    
 県は、平成１２年に策定した「長野県市町村合併推進要綱」の中で次のような基本的な考え方

を示しています。 

国・地方自治体を通じた厳しい財政状況のもと、地方分権の推進や住民ニーズの広域化・高

度化等に的確に対応していくためには、期待される役割を担うことができる市町村の体制づくり

が重要です。市町村合併は、市町村の行財政基盤を強化し、新たなまちづくりを進めるうえで有

効な手法のひとつですが、地域の将来のあり方や住民生活に大きな影響を及ぼすものであるた

め、それぞれの地域において主体的な議論や検討が十分に行われることが必要です。 

 このため、県においては、地域の実情を踏まえた自主的な合併を基本とし、それぞれの地域に

おいて地域の将来を見据えた十分な議論や検討が行われるよう、必要な情報提供や助言を行

います。 

また、合併を検討する市町村に対しては、その取組が円滑に推進されるよう要望を踏まえた支

援を積極的に行います。 

 

②「自律」支援プランの概要 

 

県は、平成１５年に「自立支援プラン」策定しました。新たなるコモンズの創出を目指し、合併を

選択する・しないにかかわらず全ての市町村が地方分権時代にふさわしい自律的な市町村を確

立することが重要であるとの認識に立って、県は市町村の最大限の自助努力を前提として必要

な支援を行なうとしています。 

 

主要な施策 

○地域の広域的課題への対応・支援⇒既存の広域連合、一部事務組合の充実・強化のため

の調査・研究支援など。 

○市町村の機能補完⇒市町村、広域連合等における専門的な行政需要等に対応するために

必要に応じ県職員の派遣など。 

○財政的支援⇒集落創生交付金の創設（１６年度実施：１７年度は、廃止となる地域づくり総

合支援事業と合わせて、信州ルネッサンス革命推進事業（コモンズ支援金）に移行し継続

予定）など。 

○地方制度の研究支援⇒地域自治組織など 

○情報提供、行財政運営等に関する研究支援の充実 
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２ 木祖村の現況 

（１）人口の推移   ～今後 1年間に約４０人減少し続ける～ 

 

昭和４０年でピークを向かえた木祖村の人口は、昭和６０年に増加しています。これは、味噌川

ダム工事関係者が、木祖村に在住した結果であり、その後は減少傾向にあります。 

最近５年間の人口動態も、減少傾向を示しています。社会増減は波があるものの、５年間の平

均では、年１１．６人減少しています。また、出生数よりも死亡数が多く、年平均で２８．４人の減

少となります。両者を合計すると、年平均約４０人、総人口が減少し続けています。 

 

    ○最近５年間の人口動態 

 転入 転出 出生 死亡 社会増減 自然増減

平成 11 年度 101 105 18 46 △4 △28

12 年度 99 112 22 44 △13 △22

13 年度 104 124 14 42 △20 △28

14 年度 80 105 24 56 △25 △32

15 年度 97 93 20 52 4 △32

 ５年間の平均 △11.6 △28.4

        資料：各年度末３月３１日現在の住民基本台帳より 

 

この人口動向を考慮し今後の人口を推測すると、現在よりも過疎化が進行するといえます。社

会増減を考慮しない場合には、年３０人強の人口減少が続くものと推計できます。その結果、１０

年後には総人口が約９％減少してしまうことになります。 

社会増減を考慮に入れると、その減少傾向はさらに顕著になると推計されます。これまでの過

疎化対策など積極的な政策を進めなければ、現在の過疎化の進行は止まらないといえます。人

口の増加を図るために働く場を創出するなど、村外からの転居者を積極的に受け入れる環境を

つくるとともに、若者が喜んで村に残れるような施策を実施する必要があります。 

 

    ○自然増減だけを考慮した人口推移予測 

 平成１６年 平成２１年 平成２６年 平成３１年 平成３６年 

０～14歳 386 303 233 202 192 

15～64歳 1,916 1,829 1,736 1,520 1,367 

65歳～ 1,116 1,102 1,072 1,081 1,020 

人口総数 3,418 3,234 3,041 2,803 2,579 

高齢化率 32.7% 34.1% 35.3% 38.6% 39.6% 

年平均自然増減 - △37 △39 △48 △45 

 資料：厚生省統計情報部「平成 10 年度簡易生命表」及び平成 16 年４月１日現在の住民基本台帳より推計 
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    ○最近５年間の社会増減も考慮した人口推移予測 

 平成１６年 平成２１年 平成２６年 平成３１年 平成３６年 

０～14歳 386 316 232 189 146 

15～64歳 1,916 1,632 1,424 1,127 920 

65歳～ 1,116 1,123 1,082 1,076 1,006 

人口総数 3,418 3,071 2,738 2,392 2,072 

高齢化率 32.7% 36.6% 39.5% 45.0% 48.6% 

年平均社会増減 - △29 △18 △13 △8 

        資料：厚生省統計情報部「平成 10 年度簡易生命表」及び 

           平成 12 年から平成 16 年までの各年４月１日現在の住民基本台帳より推計 

 

（２）産業別構造の推移   ～活気がなくなり厳しい状況～ 

 

農林業の衰退により、農業・林業などの第一次産業従事者は、大きく減少してきました。味噌

川ダムの工事などにより、昭和６０年、平成２年と一時的に工業・建設業などの第二次産業従事

者は増加しました。その影響で、商業・飲食業などの第三次産業従事者の割合が減少しましたが、

その実数は一貫して増加傾向にあります。 

第三次産業従事者が増えてきた背景には、交通網の整備などによる観光産業の進展があり

ます。しかし、厳しい日本経済の状況などから、ここ数年観光入り込み客数も減少傾向にありま

す。地元の材料を活かした木工業も、かつてのような活気がなくなり、厳しい状況にあります。 

 

（３）財政の状況 ～厳しい財源の中で自主的・自立的なむらづくりを～ 

 

村の税収は、平成９年度に竣工した味噌川ダムに関連する固定資産税（償却資産税等）の影

響により、従来に比較して約４億円の増収となっています。しかし、普通地方交付税はその増収

分の７５％が減収となるため、自主財源の実質的な増加額は約１億円となっています。 

また、長期化する経済不況の影響から村内消費の落ち込みや企業収益の悪化が著しく、さら

に恒久的減税も実施されるなど個人・法人村民税は減少しています。 

村税の落ち込み、地方交付税の減額、国県補助金・負担金の削減、地方債の抑制など歳入

の伸びは期待できない反面、義務的経費（人件費・扶助費・公債費）や木曽広域連合への分担

金、他会計への繰出金の増加などにより、政策的・投資的経費への財源を圧迫している現状に

あります。 

平成１２年度と平成１５年度を比較すると、ある程度改善されてはいますが、依然として公債費

の占める割合が高くなっており、村債発行額の抑制など、公債費を注視した財政運営が必要に

なります。 

厳しい行財政環境のもと、構造改革を踏まえた国の予算編成の動向や地方財政対策などを見

極めながら、全力を挙げて所要財源の積極的な確保を図ります。また、自立した村として存続し

てくためにも、自主的・自立的な行財政運営に努め、施策・事業の一層の効率化と厳しい選択に

取り組み、村債の抑制にも十分留意し、将来にわたる財政の健全性の確立を図りながら、木祖

村が目指す、「豊かな水と緑に育まれた『源流の里』を子どもたちに受け継ぐ」の着実な実現に取

り組んでいきます。 
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H８ H９ H１０ H１１ H１２ H１３ H１４ H１５ H１６ H１７

一般会計 2,424,000 2,596,000 2,432,000 2,866,000 3,118,368 2,756,681 2,467,628 2,690,717 2,256,277 2,069,202

国　保 196,261 195,001 206,551 204,615 229,122 238,722 289,420 235,313 241,480 275,540

老　健 350,676 399,075 349,946 436,954 405,866 402,425 419,247 427,938 355,793 396,188

介護保険 0 0 0 0 150,962 171,838 203,764 0 0 0

水　道 222,242 114,300 164,373 159,393 220,224 212,514 191,624 212,538 126,047 107,069

農集排 30,000 171,800 328,000 150,714 282,325 267,209 62,986 163,859 146,988 106,775

公共下水 29,500 213,200 379,000 544,550 851,813 569,524 419,165 341,244 150,963 125,229

観　光 281,224 275,021 254,021 246,001 495,788 156,670 211,203 194,501 188,762 68,134

地域振興券 0 0 23,512 0 0 0 0 0 0 0

合計 3,533,903 3,964,397 4,137,403 4,608,227 5,754,468 4,775,583 4,265,037 4,266,110 3,466,310 3,148,137

（単位：千円）　

当初予算額の推移
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☆基金の年度末残高見込み （平成１７年度には利息分積立金額も含んでいます。） 

財政状況（決算額）   

                                （単位：千円） 

区  分 

基　　金　　名 平成15年度

財 政 調 整 基 金 458,747 447,939 345,264

減　債　基　金 50,855 48,730 48,749

特 定 目 的 基 金

・ふるさと創生基金 208,879 172,950 173,019

・林業振興基金 43,879 38,317 32,042

・防災行政無線基金 17,881 16,744 16,750

・産業振興基金 30,000 30,000 30,000

・福祉基金 81,090 81,090 81,090

・ふるさと保全基金 4,000 4,000 4,000

・木曽川水源の里すこやか基金 106,803 106,803 106,803

定 額 運 用 基 金

・土地開発基金 136,492 136,544 136,596

・奨学資金基金 12,306 12,308 12,310

そ　の　他

・国民健康保険支払準備基金 10,121 10,126 10,136

合　　　　　計 1,161,053 1,105,551 996,759

平成16年度 平成17年度

（単位：千円）

 

☆

  

平成 12 年度 平成 15 年度 

歳入総額Ａ

 

疎債 

 

 

設事業 

事業費） 

) 

Ｄ 

,617

3

126,47

3

1

71,446

,609

2

1

 

 一般財源 

 国庫支出金

 県支出金 

 地方債 

  うち 過

 その他 

歳出総額Ｂ

 義務的経費

 投資的経費 

  うち 普通建

 その他 

 （過疎対策

歳入歳出差引額Ｃ（A-B

翌年度へ繰越すべき財源

 実質収支 Ｃ－Ｄ 

3,086

2,384,474

162,061

72,209

41,400

0

3

,015,171

1,150,409

665,982

665,982

,198,780

56,210

15,236

2,837

1,875,476

111,726

117,374

512,700

185,900

220,333

,821,245

1,029,652

628,258

628,258

,163,335

336,644

16,364

9,767

6,597

財政力指数 

公債費負担比率 

3,211

7

3,312

起債制限比率 

経常収支比率 

地方債現在高 

0.341

24.4

10.9

73.7

,153

0. 417
24.3

9.6

4.9

,521
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３ 町村合併の検討から自立へ 
地方分権の時代を迎え、住民に最も身近な町村の役割が一層重要になってきており、自

己決定・自己責任の原則のもと、高齢化・多様化する住民ニーズに対応し、個性豊かな地

域社会を築くことが求められています。これからの町村は行財政基盤を強化し、少子・高齢

化社会に対応できる体制づくりを進めることが重要な課題となっており、国・地方を通じて財

政が危機的状況にある中で、このような課題に応えるための一つの手段として、町村合併

が検討されてきました。 
 

   ○木曽市構想の断念 

こうした中、木曽郡町村会で木曽市施行の可能性について調査研究を進める方針が決

定され、木曽郡合併討議会や合同事務局を立ち上げ具体的な調査研究を進めてきました。

木祖村においては、住民への説明と意見徴収、議会として特別委員会の設置、庁内検討委

員会の組織化等による対応をしてきました。その結果、アンケート調査等により住民の意思

は合併に向いていると判断し、任意合併協議会が立ち上がれば、参加する方針で議会の協

議も経て平成１４年７月３日、各町村の意向表明の場である町村会に臨みました。しかし、

結果は１１町村の調整がつかず木曽市構想は断念せざるを得ないこととなりました。 
 

  ○木曽町（７町村）構想から離脱し自立へ 

翌月９日、木祖村､日義村､木曽福島町、三岳村､開田村、王滝村、上松町の７町村で木

曽市構想断念の後を受け、「木曽町任意合併協議会」を設立して人口２万５千人規模の町

を目指して、合併の模索が始まり、平成１５年５月１４日には、法定協議会へと移行しました。

木曽町合併協議会は分権型合併を目指し、新町将来構想、新町建設計画（財政計画）の策

定、３２項目の協定項目の協議・確認及び７町村の福祉制度をはじめ各種制度の取扱いや

地方税の取扱いなどの行政サービス水準の協議・確認を進めてきました。 

木祖村では、平成１５年２月、地区懇談会を開催して情報提供や意見交換をした後、アン

ケートを実施して木曽町の法定協議会に参加することを決定しましたが、この懇談会の中で

町村合併の是非については「再度住民の意向を確認する」ことを申し合わせてきており、「木

祖村町村合併住民意向調査実施要綱」に基づき、７町村による木曽町合併の是非を問う投

票形式による住民意向調査を平成１６年６月２０日に実施しました。結果は、合併に反対の

票が有効投票数の６６％を上回り大多数の住民の方が合併反対を選択したこととなりまし

た。 

そこで、６月２２日に「木祖村議会町村合併調査研究特別委員会」が開催され、村の方針

として「意向調査の結果を尊重して木曽町合併協議会から離脱をし、自立に向けて村政を

進めて行く」ことを提案し全会一致で承認がされました。正式に協議会離脱の申し出を行い、

平成１６年７月５日開催の第２３回木曽町合併協議会において、平成１６年７月３１日をもっ

て解散する方針が確認されました。 
 

   ○新たなむらづくり 

今回の合併に関する議論は、もともと明確な根拠があって、答えが導かれる問題ではあ

りません。私達は私達の生活のために、地域の将来のために合併をしない（自立）という大

きな判断をしたということであります。住民、議会、行政共々自己決定・自己責任において自

立という方針で新たなむらづくりを進めていくこととなりました。 
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☆主な経緯 
 

平成 13 年 10 月 
木曽郡町村会が、木曽郡（木曽広域圏）全11町村の合併による「木曽市」の

実現を目指し、調査・研究を開始する。 

平成 14 年 1 月 木曽郡合併討議会が設立される（以後 3回開催）。 

平成 14 年 4 月 木曽郡町村合併合同事務局が開設される。 

平成 14 年 5 月 

郡内において、市町村合併に関する住民説明会及び住民アンケートが実施

される。一部の町村で、木曽市構想反対が多数を占める住民アンケートの

結果が公表される。 

平成 14 年 7 月 木曽郡町村会において、「木曽市構想」が断念される。 

平成 14 年 8 月 

郡内７町村（木曽福島町、上松町、木祖村、日義村、開田村、三岳村、王滝

村）による「木曽町任意合併協議会」が設立され、第 1 回協議会が開催され

る。（委員 14 名、以後 7回まで開催）。 

平成 15 年 3 月 14 日 法定合併協議会である「木曽町合併協議会の設置」が議決される。 

平成 15 年 5 月 14 日
法定合併協議会である「木曽町合併協議会」が７町村により設立され、第 1

回協議会が開催される。（委員 35 名、以後 23 回まで開催）。 

平成 16 年 6 月 20 日
７町村の合併の賛否に対して住民意向調査を実施する。結果は反対が有

効投票の 67％を占める。 

平成 16 年 6 月 22 日
村長より住民意向調査の結果を尊重して、合併協議会からの離脱したい旨

を議会町村合併調査研究特別委員会へ提案し、全会一致で了承する。 

平成 16 年 7 月 13 日 法定協議会である「木曽町合併協議会の廃止」が議決される。 

平成 16 年 7 月 31 日 木曽町合併協議会が解散となる。 

 
☆住民の意向確認について 

 

《木祖村市町村合併住民アンケート調査》⇒合併の必要性についての調査 

   ・実施時期  平成１４年５月１６日～６月５日 
   ・調査対象  昭和６２年４月１日以前に生まれた村民３，２７５人 
   ・回 収 数  ２，５４２ ・回 収 率 ７７．６％ 

合併は必要 １，２１１人  ５１．４％ 

合併は不必要   ５６７人  ２４．１％ 

わからない   ５７６人  ２４．５％ 

 
《木祖村町村合併住民アンケート調査》⇒木曽町法定協議会の参加の有無を調査 

   ・実施時期  平成１５年２月７日～２月２４日 
  ・調査対象  昭和６２年４月１日以前に生まれた村民３，２２７人 
   ・回 収 数  ２，３２７ ・回 収 率 ７２．１％ 

合併協に加入 １，０９１人  ４６．９％ 

合併をしない   ４０６人  １７．４％ 

わからない   ７２８人  ３１．３％ 

そ の 他    ８８人    ３．８％ 

無 回 答    １４人   ０．６％ 
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《町村合併住民意向調査》⇒木曽町合併の賛否を調査 

   ・投 票 日  平成１６年６月２０日（期日前投票：６月１５日～６月１９日） 
   ・調査対象  昭和６２年４月１日以前に生まれた村民３，０９９人 
   ・投票者数  ２，３１９ ・投 票 率 ７４．８３％ 

合併に賛成   ７５７人  ３２．６％ 

合併に反対 １，５４１人  ６６．５％ 

無効投票数    ２１人   ０．９％ 

 
 
 
☆各種会議等の開催状況について 

 
  《木祖村地区行政懇談会》 

   ・平成１４年 １月２８日～ ２月２７日  村内１９会場 ４４０名参加 
 
  《木祖村町村合併地区行政懇談会》 

   ・平成１５年 ２月 ７日～ ２月２０日  村内１９会場 ４６８名参加 
 
  《木祖村町村合併報告説明会》 

   ・平成１５年１１月２０日～１１月２９日  村内 ６会場 １４８名参加 
 
  《木祖村議会町村合併調査研究特別委員会》 

   ・平成１４年１０月２９日～ 
平成１６年 ６月２２日  ２０回開催 

 
  《木祖村町村合併住民懇話会》 

   ・平成１４年１２月 ３日～ 
平成１６年 ７月１３日  １６回開催 

 
  《木曽町任意合併協議会》 

   ・平成１４年 ８月 ９日～ 
平成１５年 ２月２８日   ７回開催 

 
  《木曽町合併協議会》 

   ・平成１５年 ５月１４日～ 
平成１６年 ７月 ５日  ２３回開催 

 
《木祖村町村合併地区懇談会》 

・１６年５月１６日～６月１０日      村内１９会場 ７１６名参加 



４ 基本方針 ～木曽川源流の里 木祖村のむらづくりのために～ 

（１）村民と行政による協働のむらづくり 

 ～村民主体のむらづくりをめざして～ 
 

   豊かな水と緑に育まれた「源流の里」を子どもたちに受け継ぐむらづくりを進めるために、村

民の主体的な参加による行政との協働によるむらづくりを進めることが不可欠です。一人ひと

りが『村づくりの主役』として、それぞれの個性や能力を十分に発揮できるような機会の創出と、

村民が行政に対して興味や関心が持てるような、仕組みづくりを行なう必要があります。 

「協働のむらづくり」は、村民の皆さんや団体と行政がそれぞれ、お互いの立場を認め合い、

尊重し合いながら、対等の立場で協力して、むらの将来を考え、むらづくりを進めることです。

現在、国と地方の関係を見直し、地域ごとにその特色を生かした政策が行われるよう地方分

権が進められています。このことは、地方自治体に自己決定と自己責任による自治体運営が

求められているということでもあります。そのためには、これまでの行政主導のむらづくりから

村民の意思に基づく村政運営と村民主体の村づくりへと変えていく必要があります。 

 
 協働とは 

 
協働とは、住民と行政が協力してむらづくりを進めることです。ここで言う住民とは、地域

のコミュニティやボランティア団体、民間組織等も含まれます。補完性の原理に基づき、互い

の得意分野を活かし、苦手な部分を補い合うことで大きな成果をあげることが、協働の理想

と言えるでしょう。 

 
 補完性の原理とは 
    
補完性の原理とは、住民一人ひとりが、先ずは家族等の協力で、さらには地域での協力

で、できることは行い、それでもできないことを行政が担う考え方になります。 

 
 協働と補完性の原理に基づくそれぞれの役割の整理 
    
住民の皆さん（個人のボランティア）⇒【自助】や、自治組織（隣組や行政区や行政区の合

同体＝○○地域自治協議会：仮称）⇒【共助】、そして行政（村）⇒【公助】がそれぞれの役割

分担をしてむらづくりに取り組んでいきます。 

 

 

    例えば次のように整理することができます。 
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自助（自分でできることは自分で） 共助（地域でできることは地域で） 

・家庭内の健康づくりに取り組む。 ・隣近所での助け合い。 

・生活環境、自然環境を大切にする。 ・地区内の環境美化、景観形成に取り

組む。（リサイクルなど） ・ごみの減量化に取り組む。 

・生涯学習に取り組む。 ・地域内の道路、水路の簡易な維持管

理に努める。（除雪、側溝さらい、原

材料支給など） 

・地域の活動に積極的に参加する。など 

公助（自助・共助で無理なことは補完で）
・地域内の安全安心の確保。 

・社会資本の整備や維持管理 ・地区集会施設の維持管理。 

・福祉の充実 ・地域内の公園の維持管理。 

・教育の充実 ・共有林の管理。 

・地域、団体への助成 ・在宅高齢者福祉  など 

・地区当番制 など 
 

 
 
 

支え合う地域の姿 

自助 共助 公助

事業委託・地域づくり支援 
サービス 

自 治 会 
連合自治会長会 村 

民
（
自
治
会
加
入
の
原
則
） 

参画 

行 

政
（ 

役 

場 

） 

・○地域自治協議会（仮称） 代

表

者

会

議

参画 
（連合自治会支部・分館・女性団体など）

・各種むらづくり団体 
事業委託・地域 

・生産森林組合   など 
サービス づくり支援 

行政サービス 

協    働 
選任 

答申
諮問 

むらづくり協議会
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協働の要（かなめ）「自治組織」 
 

☆自治のあり方基本的事項 

 

①風通しの良い地域 

 

・老若男女を問わず、住民 1 人ひとりが参画し、自由に発言（提案・提言）することができ

てかつ、その意見を受け止めることができる地域。 

・情報公開･情報提供がされ、皆で共に考えていくことができる地域。 

 

②自助･共助能力のある地域 

 

・支えあい、助けあいの精神のもとで、お互いが安心安全な地域づくりをし、より豊かで潤

いのある生活を追及していくことができる地域。 

・個人としてできること(自助)、地域としてできること(共助)の視点で、地域課題に取り組む

ことができる地域。 

 

③関係諸団体との連携と行政と協働の関係にある地域 

 

・公民館分館や生産森林組合（林協）との連携。 

・行政とは上下関係ではなく、対等のパートナーに位置づけ。 

 

☆組織検討の進め方 

 

○第１ステップ⇒現在の自治会組織を継承しながら、役割分担の整理をしていきます。 

 

○第２ステップ⇒住民の声「地域の課題」に対応できる自治会組織を地区ごとに検討し

ていきます。 

 

○第３ステップ⇒地域自治協議会に加わる各種団体や、目的・組織体制等について検

討していきます。 

 

☆組織構成とその位置づけ 

 

①各区自治会 
 
・「地域」の最小単位であり、お互いが顔の知れた､名前を呼べば返事が返る範囲です。 
・既に２２の自治会が存在します。これを核に活動の展開を図ります。 
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②地域自治協議会 

 
・大字単位に３つの地域自治協議会を設置します。（住民が自発的に設置） 
・大字に属する各区と、関連団体から委員を出すことにより構成します。 
・大字単位の地域での共通課題に取り組みます。 
・地域と行政の接点と位置づけます。 
・具体的なイメージ 

 

⇒例として、現在でも行なわれている小木曽地区の運動会に見られます。一

つの運動会開催という地域の課題に対し、自治会や分館、林協など各種

団体が協議し課題に対応していく姿が地域自治協議会のイメージになりま

す。運動会に限らず、地域の課題、住民の声に即対応できる体制を整えて

おくための組織とも言えます。 

 

☆職員地区当番制 ⇒ 全職員を２２の行政区（自治会）に配置 

    
・村民と行政の協働によるむらづくりを進めるため、村の職員がパートナーとして各行政

区の活動を支援するとともに、各区の課題解決等に相談・助言を行なう体制を強化しま

す。 

 

 むらづくり協議会 

 ☆組織構成とその位置づけ 

      
実質的な自立政策（プラ

ン）検討機関であった「木曽

川源流の里むらづくり協議

会」の後継組織として、各種

団体推薦者及び公募委員で

構成します。諮問機関として、

自立プランの推進に向けて

研究・協議し村に提案します。

また、第４次総合計画策定に

反映させる具体的な提言等

についても研究・協議しま

す。 
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（自治組織と協働のイメージ） 
 

 

・
自
治
会
の
意
思
決
定
機
関

・
協
議
会
の
意
思
決
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機
関

【
必
須
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・
区
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団
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応
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連
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会
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成
団
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 （２）事務事業の再構築  ～すべての事務事業を評価・検証～ 
   地方分権時代における村の役割を踏まえつつ、社会・経済の急激な変化による住民ニーズ

に対応するため、効率性・必要性・成果を重視しながら評価・検証します。なお、村民の皆さん

との協働分野、民間への委託分野等幅広く検討します。 

重点事業（施策）の見直し  
   「木祖村第三次総合計画」及び「木祖村過疎地域自立促進計画」の基本理念を踏まえなが

ら、自主自立のむらづくりを実施していくため、重点課題を明らかにし、Ⅲ今後の方向性（１）自

立のむらづくり重点施策（P２６～）のとおり見直します。 

事務事業の主な見直し状況（平成１７年３月現在） 

【主な団体等への補助金・交付金の予定額】

食生活改善推進協議会 52 49 体育協会

（単位：千円）

Ｈ１６項　　　　　目 項　　　　　目Ｈ１６ Ｈ１７

食品衛生協会 23 0 各地区集会施設

手をつなぐ親の会

農業生産振興補助

交通安全協会木祖支部

61

494 469

・各種補助金・交付金は内容を精査し、行政の役割分担としてふさわしくないものや所期の目的を
達成したものについては廃止します。また、各種団体補助は原則５％の縮減を行なう方針です。

Ｈ１７

村おこし事業補助 50 50

分館事業交付金

スポーツ少年団

小学校ＰＴＡ

中学校ＰＴＡ

65

身体障がい者福祉協会 190 180

40 38更生保護女性会

72

1,520

47 44

47

190 180

44

3,550 1,000

1,600 1,330

340 0

760 722

304 304

285 270

76 72

保育所保護者会 47 44 連合婦人会

母子・父子・寡婦福祉会 76

47 0

民生児童委員協議会 1,600 5,225 4,960

連合自治会研修補助 330

消費者の会 114 108

老人クラブ連合会 475

木工青年研究会

商工会

712 676

0 肉牛を育てる女性の集い

・議会議員の条例定数が１２名から１０名に変わります。（次に行われる一般選挙から適用になり
ます。）

451 お六櫛生産組合

長寿社会開発センター
活動グループ 25 23 観光協会

補助金・交付金

議　　会

   むらづくり協議会の検討内容を充分に考慮し、評価・検証を踏まえた事務事業の見直しを行

なっています。 
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・村主催行事としての敬老会は廃止します。

【３歳以上児の一例】

・村民税非課税世帯や生活保護世帯の方からは自己負担はいただきません。

・献血者への村からの記念品は廃止します。

【健全な国保財政とするために国保税率を改正した場合（平成17年6月）の負担見込額】

※方針に沿った算出になりますので、国保税率改正の協議結果により変動しますので目安としてください。

・階層区分は現状と同じ７階層ですが、国の基準の８割（３歳未満）、６割（３歳
以上）以上になるように順次引上げる方針です。（１７年度は現行の約５％の引
上げとなります。）

・敬老祝い金の支給は、廃止する方針です。なお、村長のお祝いメッセージや表彰状などの形
でお祝いします。

・小中学校の入学時の祝い金の支給は、１０，０００円としました。
･寝たきり老人、障がい者介護者慰労金の支給は、廃止としました。

定　　　　　　　　義 国基準額 H１６

項　　　目 H１６

所得税課税世帯

〃

所得税

介護分

所得税

64,000円未満

160,000円未満

4人世帯の場合（世帯主41歳・妻41歳・子ども20歳・母
親64歳⇒課税標準370万円：固定資産税額5万円）

・胃、子宮がん、マンモグラフィーの各検診に係る自己負担額を約３割としまし
た。（例：胃検診⇒1,100円を1,300円に）

・各種検診に係る70歳以上の方についても自己負担をいただきます。（例：胃
検診⇒無料を500円に）

・平成17年度から、地区集会所を巡回し、地域健康づくり教室を開催します。木祖村で発症率の高
い、脳血管疾患や心疾患は高血圧に起因しています。このため、高血圧予防について理解を深め
ていただき、生活習慣を見直し、予防対策をすすめていきます。

・毎年税率の見直しを行ないます。慢性的な歳入不足を解消するため被保険者に必要な負担をし
ていただきます。しかし、急激な負担増を防ぐため平成17年度については一般会計からの繰入に
よる歳入不足の補填を行ないますが、平成18年度からは原則繰入しなくてもよい国保財政として
いく方針です。なお、督促手数料、延滞金については、条例どおりご負担いただきます。

計 373,400円 515,000円

例1

階層

4

5

H１７

27,000円

41,500円

16,400円 17,200円

20,900円 21,900円

53,100円 95,600円

（月額）

項　　　目

医療費分

H１６

304,900円

H１７

435,000円 医療費分

67,500円 121,300円

25,700円

H１７

１人世帯の場合（世帯主64歳⇒課税標準30万円：固
定資産税額1万円）
例2

14,450円

計

介護分 68,550円 80,000円

福祉事業

国民健康保険

保育料

保健衛生事業

 



 

・植（育）樹祭の開催規模を縮小（懇親会の廃止）します。

・林道開設（改良）に係る受益者負担を現行の５％を１５％以内に引上げます。（※１）

・猿捕獲奨励金は、現行を当面存続しますが檻管理費等は全廃になります。

・４大イベントを次のように見直します。

やぶはら高原ハーフマラソン大会

⇒

日曜絵画展

⇒

俳句大会

⇒

渓流釣り大会

⇒

・スキー場⇒村営リフトの民営化を図ります。

・こだまの森⇒収益施設を順次民間へ経営委託します。

人的な応援体制を整え、ルアー部門の協力を得ながら予約制とし実施していきます。

・農業委員会の委員定数が２０名から１１名に削減されます。（7月の選挙から適用になります。）

･有害鳥獣駆除対策：電気柵⇒購入額の半額補助を３割補助としました。（限
度額は30,000円を27,000円に）

・土地改良事業の賦課徴収については、現行の５％を１５％以内に引上げま
す。（※１平成１７年度以降採択事業から）

・組合営土地改良事業の組合負担は、現行の５％を１５％以内に引上げます。（※１）

･有害鳥獣駆除対策：防除ネット⇒購入額の半額補助を３割補助としました。

・施設整備、機械購入等に係る村の嵩上げ補助は行ないません。

平成１７年度は運営予算は組まず、新会社に上下分離方式による
索道事業の譲渡をします。

平成１６年度で一つの区切りとして取り止めます。鳥居峠に投句箱を設置します。

村内企業の支援を受けながら、下流地域の参加を呼びかけ引続き
行なっていきます。

・森林整備事業（間伐）の村嵩上げ率１１％を８％程度に引下げます。（森林整備協定による基金
投入が計画されており、村及び所有者の負担が低減されることが見込まれます。）

・除雪の出動基準が現行の６cmから１０cmになります。路線の見直しは住民の協力を得て選定
し、主に幹線道路に重点を置くようになります。

・請負と直営・地元対応の区別を明確にします。小規模修繕などは、直営又は地元（資材支給）で
対応していただくこととします。

多くの村民がボランティアスタッフとして関わることから、村内で行なわれるイベントとしては
参加者が最も多く、村内の主要イベントとして位置付けられています。内容を再検討（経費
の削減等）しながら引続き開催します。

農　　業

林　　業

道路維持管理

観　　光
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【水道料金の今後の改定予定（１３ｍｍ　一般用の場合）】 【現行と17年度の月額料金比較】

【下水道料金の今後の改定予定】 【現行と17年度の月額料金比較】

・成人式の内容、時期を見直します。（８月開催予定）

・社会体育施設年間使用料が１，５００円から２，０００円に変わります。

※使用料の減免範囲が、６５歳以上と１６歳未満に変わります。また１６歳
以上１８歳以下の方は新たに１，０００円のご負担をいただくことになりま
す。

・文化財保護審議会委員の定数の見直しを１７年６月の改選に合わせて行
ないます。

・公民館施設等の減免基準の見直しを行ないます。（サークル等の使用料
徴収の検討）

・水道料金が単一従量制（超過料金が一定額）から段階別従量制（超過使
用量が増すごとに超過料金単価が高くなる）に変わります。

･平成１７年度から計画的に料金改定を行い、自主財源を確保し経営の
健全化と安定化を図ります。（17年度料金は条例改正済）なお、督促手
数料、延滞金については条例どおりご負担いただきます。

1,680 1,680

項　　目 H１９ H２１ 使用水量H１６

20 2,940 2,940

H１７

1,680 1,837

168

H16 H17

0～10ｍ3基本料金 1,680 ～10m3 1,680～10m3

11～ 126 11～20 126 147

61以上 189 210

41～60 168 189
超過料金

30

40

50

21～40 147 168

210

231

60

4,200

5,460

6,720

7,980

4,410

5,880

7,560

9,240

（単位：円）

項　　目 H１６ H１７ H１９ H２１ 使用水量 H16 H17

（単位：円）

0～10ｍ3基本料金 ～10m3 1,575 ～10m3 1,837 1,575 1,680

11～30 105 11～20 126 147 168 20

1,680

2,625 2,940

31～50 115 21～40 136 157 189 30 3,675 4,300

51～100 126 41～60 157 178 210 40 4,830 5,660

7,230

60 7,245 8,800

50 5,985

超過料金

301～ 147

101～300 136 61以上

（単位：円）

（単位：円）

199 231178

1,680

189

上下水道

教　　育
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（３）行政改革の推進  ～村民とともに歩み信頼される行政を～ 
 
本村では、かつて昭和６０年９月及び平成８年に「木祖村行政改革大綱」を策定し、平成１０

年１２月の改定以来、事務事業の見直し、組織改革等、積極的に行政改革に取り組み一定の

成果を上げてきました。しかしながら、本村を取り巻く財政環境は引き続き厳しい状況でありま

す。自立によるむらづくりを進める行政のあり方に対する村民の目も大変厳しいものがありま

す。 

このような状況から、平成１７年１２月に適応期間が終了する「木祖村行政改革大綱」を見直

し、「木曽川源流の里」が「木祖村」で在り続けるために、効果的な行政運営を目指し「村民参

加による村政の推進」、「財政の健全化」、「職員一人ひとりの意識改革」を重点項目として、さ

らに踏み込んだ行財政改革に取り組むこととします。 

 
  見直しの視点 

   
今後、生活圏の広域化や少子高齢化社会の進展による行政需要の増大、地方分権の進

展などに対応するため、これまでにも増して効率的で主体的な行財政運営の確立が求めら

れています。今までの行政改革の取り組みは、組織の改廃・職員の削減・経費の削減など、

どちらかといえば量的縮小に重点を置いてきましたが、引き続きこれらの改革に取り組む中

で、今後は、職員の意識改革を含めた質的な改革に重点を移し、村民から信頼される質の

高い効率的な行政を実現します。 

 
意識改革と人材育成 

自立に向けての取り組みで、意識改革は重要なポイントです。 
 

職員の意識改革⇒  自身の職務について常に問題意識とコスト意識をもって評価し、改

善すべきは改善していく意識が必要です。義務的に職務をこなすので

はなく、常にプラスアルファー、何ができるのかの視点で見回し、創意

工夫していく姿勢が大切だと考えます。 

                  また、従来に増して、村民の目線に立った情報公開を進めることで、

説明責任を果していくことが求められています。よって、丁寧な説明と

サービスの向上に心がけていかなければなりません。 

 

住民の意識改革⇒  これまで地域住民と行政の関係は、陳情要望を軸として地域では

予算を伴うことを依頼し、行政はそれにいかに応えていくかが基本的

な形であったと考えています。これからは、住民の皆様にも、まず地域

でできることは何かを考え、お互いに支え合いと連帯の精神のもとで、

無理なくできることは地域でやっていただき、それを超える事業につい

ては行政に回すという形が望ましいと考えます。このことは、長い目で

見て行政コストの削減につながってきます。今後、職員の地区当番制

を軸に、地域と行政の連携・協働＝共に知恵を出し、汗をかいていく

体制に向けて努力しておかなければなりません。 
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  組織の見直し 

 
スリム化、効率化に向けて見直しを図ります。縦割りの弊害をなくし事務事業やサービス

対応の即応化を図ります。また、自立に向けたむらづくり重点施策の推進のための組織体

系を明確にします。 

 

      【平成１７年３月までの組織】           【平成１７年４月からの組織】 

 

　総務課・議会事務局
　・議会、監査、選管
　・企画、情報、広報
　・財政
　・税務
　・財産管理
　・庶務、行政、統計
　・交通安全
　・消防、防犯
・会計

　住民福祉課
　・保健
　・福祉、介護保険
　・厚生
　・住民登録、戸籍
　・環境衛生
　・国保、老健、年金
　・保育所、子育て支援センター

　建設水道課
　・土木
　・建築
　・簡易水道
　・下水道
　・国土調査

　産業振興課
　・商業、工業
　・観光
　・農務、土地改良
　・林務
　・観光施設
　・農業委員会事務

　教育委員会事務局
　・学校教育
　・社会教育

総務課
　・税務
　・財産管理
　・庶務、行政、統計
　・交通安全
　・消防、防犯

企画財政課
　・企画、情報、広報
　・財政

会計室
　・会計

議会事務局
　・議会、監査、選管

住民課
　・保健
　・福祉、介護保険
　・厚生
　・住民登録、戸籍
　・環境衛生
　・国保、老健、年金
　・保育所、子育て支援センター

建設農林課
　・土木
　・農務、土地改良
　・林務
　・農業委員会事務
　・国土調査

水道課
　・簡易水道
　・下水道

商工観光課
　・商業、工業
　・観光
　・観光施設

教育委員会事務局
　・学校教育
　・社会教育
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  職員の定員管理・採用計画 

    
住民ニーズの高度化、多様化に伴って増加する行政需要に対し、弾力的かつ的確に対

応していくため、スクラップ・アンド・ビルドの徹底等による適正な人員配置と定員管理推進し

ます。 

 
  民間委託の推進 

 
民間委託等の推進にあたっては、個々の事務事業について、行政自らが行うべき本来業

務であるかどうかの視点に立って、住民サービスの低下を招くことなく行なうものとします。 

村が責任を持って行なうべき事務事業について、その実施を民間に委託することにより、

効率的、効果的な業務執行が図られる事務事業については、民間委託を推進します。 

民間が主体となってサービスの提供を行なうことが望ましいものについては、民営化を推

進します。 

 
 

 （４）財政基盤の確立  ～優先順位の明確化と効率的運用～ 

 
厳しい行財政環境のもと、構造改革を踏まえた国の予算編成の動向や地方財政対策などを

見極めながら、全力を挙げて所要財源の積極的な確保を図ります。また、自立した村として存

続してくためにも、自主的・自立的な行財政運営に努め、必要事業の実施にあたっては、国、

県などの財源の有効活用と歳出における優先順位の明確化による財源の効率的運用を図り、

財政の適正運営を促進します。また、村債の抑制にも十分留意し、将来にわたる財政の健全

性の確立を図ります。 

なお、行財政運営状況の説明責任を果たすため、財政事情の公表、バランスシート、行政コ

スト決算書等の作成公表のほか、財政健全化の取組みについても実績把握と公表を行ないま

す。 

 
【歳 入】 
☆ 自己決定、自己責任により、新たな税の検討と村税などの収納率の向上に努め、自主

財源の確保を図ります。 

☆ 行政サービスに係る公費負担と受益者負担の再検討を行い、受益者負担の適正化を

図ります。 

☆ 使用料、手数料、に関わる見直をします。 

 
【歳 出】 
☆ 業務の集約化を図り効率的な事務事業を実施するための組織・機構改革 

☆ 特別職・一般職などの人件費抑制 

☆ 事務事業の再構築（見直し） 

- 23 - 



 

①組織・機構改革⇒行政のスリム化と適正な人事管理 

 

      ・「（３）行政改革の推進」のとおり。 

 

②人件費抑制⇒人件費は、経常経費の内で大きな比率を占めます。主として次の項目

について検討していきます。 

 

・特別職給与及び手当ての見直し。 

・議会議員報酬及び手当ての見直し。 

・一般職の給与及び手当てと定員の見直し。 

・審議会、条例委員等の見直し。 

 

③事務事業の再構築⇒効率性・必要性・成果を重視しながら検証し、最少の経費で最

大の効果が発揮できるよう検討していきます。（あらゆる事

務事業について聖域を設けずに徹底的に見直します。） 

 

・郵送料、光熱水費、消耗品、食糧費などの経常的な行政経費について、徹底し

た節減を行ないます。 

・補助金・交付金・負担金について、必要性の有無と金額の妥当性など抜本的な

見直しを行ないます。 

・個人を対象とした現金給付による扶助費の見直しを行ないます。 

・事務事業の民間委託の再編合理化について検討します。 
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（単位：千円）

主　　な　　内　　容 効 果 額

固定資産税率の改定（1.4％→1.5％） 41,000

小　　計 41,000

保育料の改定 583

体育施設使用料の改定 198

小　　計 781

検診個人負担金の改定 163

児童クラブ利用料の改定 175

公民館等集会施設自治会利用協力金の新設 170

子育て支援センター利用料の新設 40

水木沢天然林トイレ管理協力金の新設 50

教員住宅貸付料の改定 282

各種教室参加費の改定 108

小　　計 988

歳入確保策計　Ａ 42,769

職員数　△４名（49名→45名） 29,559

小　　計 29,559

給料（４～８％）の減 8,192

期末勤勉手当のカット 2,027

管理職手当のカット 1,018

特別職給料・手当カット 5,133

議会議員報酬・手当カット 6,395

条例委員等報酬単価の改定 664

小　　計 23,429

各種補助金の廃止 1,943

各種補助金のカット 4,312

森林整備村嵩上補助の改定 1,726

小　　計 7,981

民間委託等

小　　計

敬老会の廃止 1,967

植樹祭の縮小 166

イベントの縮小（実行委員会負担金の減） 900

公民館研究集会の見直し 117

農業委員会定数削減（20名→11名）・報酬単価改定 625

小　　計 3,775

小中学校入学祝金のカット（１人　20,000円→10,000円） 590

村単介護慰労金の廃止 340

庁務、施設管理他　見直し・単価改正 1,752

臨時職員等賃金単価改正 167

小　　計 2,849

歳出削減策計　Ｂ 67,593

110,362

補助金等の整理合
理化

事務事業の整理合
理化

項　　目

合　計（Ａ＋Ｂ）

その他

超過課税・法定外
税の新設
歳
　
　
入
　
　
確
　
　
保
　
　
策

歳
　
　
　
出
　
　
　
削
　
　
　
減
　
　
　
策

使用料・手数料の
見直し

その他

職員数削減等

給料、報酬、手当
等の抑制、見直し
等

 １７年度財政健全化の主な取組状況　（一般会計）



Ⅲ 今後の方向性 

  １ 自立のむらづくり重点施策 
木祖村第三次総合計画及び木祖村過疎地域自立促進計画の基本理念を踏まえながら、

自立のむらづくりを先導する、重要なプロジェクトとして１５項目の「リーディングプロジェクト」

を掲げます。 

自立によるむらづくりに向けて、広く村民の皆さんと職員より多くの提案・提言・アイデアを

寄せていただきました。むらづくり協議会などでの検討経過を尊重し、「木曽川源流の里」木

祖村独自の特色ある政策を展開していきます。 

（組織体系図案参照） 

 

（１）自然と調和した快適な生活環境づくり 

 

☆住民の足プロジェクト      ～生活交通確保のための公共交通対策～ 

 

    現在、本村における通勤、通学、通院、買物などの住民の日常生活に真に必要不可欠な

交通（生活交通）確保のための施策として福祉タクシー事業、スクールバス運行事業、遠距

離園児送迎事業、精神障がい者通所者交通費補助事業、移送サービス事業を実施してい

ます。また、交通事業者により２路線の定期バスが運行されています。しかし、個別での事

業対応により経済性、利便性など必ずしも利用者のニーズを満たしていないのが現状で

す。 

今後は、公共交通としてできるだけ無駄が少なく、地域住民に提供すべきシビルミニマム

（生活の最低基準）は確保しながら、事業を鉄道や高速バスなどの基幹交通との接続や観

光周遊路線としての機能も果たせる総合的な公共交通対策と、各種事業などを円滑に機能

させるための路線網の整備を見直す必要があります。 
 
 

  ☆ＩＴプロジェクト   ～高度情報化による基盤整備と情報提供体制の確立～ 

 

インターネットの急速な普及や、デジタル化など放送・通信技術は急速に発展しています。

しかし、依然として世代あるいは居住地域による格差がみられデジタルデバインドへの対応

が課題とされています。また、テレビ放送は必要欠くべからざる重要な情報メディアであり、

２０１１年を目標とする地上波デジタル化への対応とブロードバンド通信環境の提供、及びこ

れによる地域情報格差の是正をＣＡＴＶ整備等により対応することが必要といえます。 

ＩＴを活用した広報・公聴活動については、十分な体制が確立されていないのが現状であ

り、新鮮な「生きた」情報を発信しつづけるための効率的な仕組みを確立することが早急な

課題になります。 
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  （２）郷土の自然を活かした産業おこし 
 

  ☆産業活性化プロジェクト  

～雇用確保のための新たな産業おこしと既存産業の活性化対策～ 
 

村の活性化を図るためには、産業振興が不可欠となります。働き先が確保出来るかどう

かは、若者の定住を大きく左右します。昨今の経済情勢を踏まえ、企業の誘致一辺倒から

ひとりでも多くの就業者を増やすことができるよう、産業の振興を図ることが求められます。 

雇用確保のための新たな産業おこしとして、下流自治体の花苗生産法人が、高冷地での

生産活動を模索しているためこの法人を誘致することにより女性を中心とした雇用と、労力

軽減を目的とした、はくさいの種苗委託の推進が望まれています。 

農業は、黒毛和種の繁殖、肥育、酪農が盛んであります。これと並行し市場で高い評価を

得ている御嶽はくさいの栽培が盛んでありますが畜産農家の後継者育成が急務で近い将

来、国が推進する有機農業の推進が危惧されます。 

林業は、上下流基金の有効活用を図り要間伐森林の減少を図ります。また農林連携した

獣害防除のため緩衝帯整備が必要であります。現在の切り捨て間伐から搬出間伐に移行

し、地域材利用の在来工法による家づくりを推進する手段を確立しなくてはなりません。また、

バイオマスの利活用研究は生ゴミと農林廃棄物の有効活用から推進を図る必要がありま

す。 

    村内の商工業の現況は、小木曽地区合併浄化槽設置工事とそれに伴う増改築工事等が

好調の他はいずれも厳しい状況です。基幹産業である木工等の製造業も企業努力をし、新

製品開発、受注や販路拡大等の対策が急務です。また、商工会の広域連携により、組織力

の低下を防ぎ、経営改善普及事業や地域振興事業等の充実を図る必要があります。なお、

国道３６１号「伊那木曽連絡道路」の整備により伊那･駒ケ根地域の商圏に拡大されショッピ

ング、文化そして遊びなど都市サービスの享受が可能になる一方で、村内産業への影響も

懸念されることから新たな対策が求められます。 
 

  ☆観光再生プロジェクト ～上下流交流、各種イベントなど体験観光の振興対策～ 

 

観光については、今後とも大きな期待がかかっています。これまでのような、冬のスキー

場一辺倒から、木祖村の四季を活かした通年観光による展開をより広げていきます。こだま

の森や水木沢天然林、奥木曽湖など、数多くの資源を活かします。さらに、体験観光や上下

流域の交流などとも連動した取り組みにより、活性化の大きな力になると考えられます。具

体的には、グリーンツーリズムメニューの設定ができるようインストラクターの養成、充実や、

村内観光周遊コースの設定、観光マップの作成など急務となります。 

行政と相まって観光産業牽引する観光協会は、年々会員数が減少の傾向にあり、会員

個々の経営も厳しく、民間の活力で運営していけば良いのですが現実には厳しい状況です。

商工会と連携して地域振興事業に取り組むことも考えていく必要があります。 
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また、村営リフトの民営化支援や、こだまの森の民営化に向けての課題検討にも取り組

んでいきます。 



  ☆３６１誘客プロジェクト  

～国道３６１号「伊那木曽連絡道路」の整備を踏まえた誘客対策～ 

 

    伊那木曽連絡道路の開通により中央アルプスで分断された伊那谷と木曽谷が平成１７年

度中に結ばれます。伊那木曽連絡道路完成時においては、約３０分間で伊那 ICに接続でき

る結果となり、関東、中京圏へのアクセス、逆に観光客の誘導に際しても重要な路線となり

ます。 

伊那･駒ケ根地域には、年間多くの観光客が訪

れており、新たに木祖村へ誘導することが課題とな

っています。観光の目玉となる従来の観光資源や

施設を活かした体験観光の整備と、拠点施設への

観光客誘引機能の整備が求められています。 

 

 

（３）郷土の自然を育むひとづくり 

  

  ☆豊かなひとづくりプロジェクト   ～学社融合による生涯学習推進対策～ 

 

    「いつでも、どこでも、だれでも自由に学習ができる」生涯学習が求められています。「学社

融合」は、学校教育と社会教育（学校外の教育）がそれぞれの役割分担を前提とした上で、

そこから一歩進んで、学習の場や活動など両者の要素を部分的に重ねあわせながら、一体

となって計画段階の最初からそれぞれの役割や機能を生かしながら作り上げていく、「学社

連携」の進んだ形で生涯学習推進のポイントになります。また、本村における生涯学習の中

核を担っている公民館との連携も、住民のための実際生活に即する学習や、芸術及び文化

に関する各種の事業活動など、住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会

福祉の増進、情操の純化を図るなど、益々重要になります。 

 
 

☆地域ネットワークプロジェクト ～人材育成と発掘によるネットワーク対策～ 

 

地域の活性化を図る上で、人口を増やす

施策と同様に人材を増やす（育成と発掘）こと

が重要な要件となってきています。文化財研

究や自然観察、農林業体験、こだまの森を拠

点とした体験観光などの受け入れ体制整備

のための人材確保や、地域での生涯学習推

進のための人材確保、生きがい対策としての
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人材育成が求められています。分散している人材情報の一元化と、新たな人材の発掘と育

成を図り、人材・指導者バンク（仮称）の構築（ネットワーク化）が求められています。そのた

めに村民の積極的なかかわりが期待されます。 

 

（４）健康で安心して暮らせるむらづくり 

 

  ☆健康づくりプロジェクト  ～健康づくりのための保健事業の充実強化対策～ 

 

    少子高齢化の進展は、高齢人口を支える若年層に将来大きな負担を強いることを意味し

ます。増え続ける医療費などの社会保障負担をいかに適正な水準に維持していくかが、大

きな課題ともなっています。 

生涯を通じて、いきいきと明るく元気で人生を送ることが望まれます。そのためには、生活

習慣病を予防し健康であることが重要なポイントと

なります。いつまでも健康で、より良く、より充実し

た人生を生き「健康寿命」を延ばすためには、日頃

から「自分の健康は自分で守り、つくる」という生涯

を通じた住民一人ひとりの健康づくりの意識と実践

と、それに対する行政の支援が求められます。そ

のためには、疾病構造の変化に適切に対応し、早

期発見・早期治療の二次予防対策の充実に加え、

人生の早い時期から健康に良い生活習慣を身に

つけ、健康増進・疾病予防を行うための一次予防

の強化が必要です。地区集会所を巡回し、地域健

康づくり教室を開催するなど、木祖村で発症率の

高い、脳血管疾患や心疾患は高血圧に起因していることから、高血圧予防については特に

理解を深めていただく必要があります。 

 
 

  ☆子育て支援プロジェクト     ～少子化に伴う各種事業の充実強化対策～ 

 

    社会生活の変化により、出生数の減少と少

子化が進行し、子育て環境が著しく変化して

います。もとより、結婚や出産は個人の決定

に基づくものではありますが、こうした事態に

直面して、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、

次代の社会を担う子どもを安心して生み、育

てることができる環境を整備し、子どもがひと

しく心身ともに健やかに育ち、子どもを生み、
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育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し、少子化の進展に歯止めをか

けることが求められています。 

少子化の進行、子どもが直面する課題の深刻化（児童虐待、いじめ、不登校等）など、本

村の「子ども」「家庭」「地域社会｣が抱えるさまざまな課題に対応しながら、少子社会へ向け

たむらづくりを進めるため｢子どもの成長｣と｢子育て｣を地域で支え合う地域社会の再構築や、

安心して子どもを生み育てることのできる環境づくり、子どもの健やかな成長を支援する環

境づくりが必要になります。 
 
 

  ☆福祉のむらづくりプロジェクト～高齢者、障がい者福祉事業の充実強化対策～ 

 

高齢社会の進行により、福祉サービスの需要は今後大幅な増加が見込まれます。しかし

ながら、介護の担い手は減少し、独居高齢者の増加が大きな社会問題となることが懸念さ

れます。こうした高齢者の皆さんが安心して暮らせる体制を、各家庭や地域の単位で築いて

いくことが求められています。 

また、心身に障がいを持つ人も健常者も、同じ条件で生活を送ることが出来る成熟した社

会環境や生活基盤などを改善していこうというノーマライゼーション（自分らしく生き、したい

仕事や活動ができる社会を作ること。社会の一員として、障がい者の自己実現を支援する

態度）の理念に基づき、住民と行政が一体となった福祉施策を展開していく必要があります。

さらには、生きがいづくり、健康づくりの施策と連携し、住民自らが取り組める介護予防の体

制づくりが急務です。 

 
 

（５）村民と一緒に考え行動するむらづくり 

 

  ☆協働プロジェクト       ～ 地 域 自 治 の あ り 方 対 策 ～ 

 

    Ⅱ ５ （１）村民と行政による協働のむらづくりのとおり（P１２～） 

 
 

☆男女共同参画プロジェクト ～男女共同参画に対する意識改革の推進対策～ 

 

現在の社会では、男女が共に力を合わせることが不可欠であります。また、社会の支援

を受けながら、子育てや介護などの家族的責任を果たすようになりました。このような取り組

みの中で、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる活動に

参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会が求められています。そのためには、
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男女一人ひとりの意識改革が大きな課題となります。 

平成１４年度には、木祖村男女共同参画基本計画 「源流の里 ともにいきいきプラン２

１」を策定しました。今後はこの基本計画に基づき、その理念、課題、具体的目標、施策を実

現していくことを目指していきます。 
 
 

☆行革プロジェクト       ～ 行 政 改 革 の 推 進 対 策 ～ 

（職員の意識改革・組織の見直し・職員の定員管理及び採用計画・民間委託） 

 
   Ⅱ ５ （３）行政改革の推進のとおり（P２１～） 

 

    ※木祖村行政改革大綱は、平成１７年１２月に適応期間が終了します。効率的、効果的な

行政運営を目指すため見直しをします。 

     
 

  ☆行政評価プロジェクト      ～行政評価システム導入に向けての対策～ 

 

    地方分権が進展していくなかで、村が自らの責任により政策を決定し、地域の特性を活か

したむらづくりが求められてきています。それにともない、受益や負担のあり方についても、

村独自の考え方が必要となってきました。また、情報化が進み、多様化するニーズに的確に

対応した行政を進めていくことも重要なテーマとなっています。さらに、行政の持つ情報を住

民の皆様に明らかにして、透明性の高い行政を進めていくことがいっそう必要とされており、

これらを実現する手法の一つとして、「行政評価」が注目されています。 

    本村が自立していく上で、更に「PLAN（編成）－DO（執行）－SEE（評価・検証）のプロセス

を強化していく必要があります。行政評価システムは、予算の獲得とその執行はそれ自体

が目的でなく、行政目標を達成するための手段であるという点に着目し、成果を指標等によ

って数値化し、行政目標の達成のためにどれだけ有効であるか、またコストは効率的である

かを客観的に評価するものであります。 

    行政評価システム導入にあたり、その目的や推進体制、活用方法などについて基本的な

考え方を示し、本格導入を目指します。 

 
 

  ☆財政プロジェクト         ～ 長 期 財 政 計 画 の 策 定 ～ 

 

   Ⅲ ２ 財政計画のとおり（P３３～） 
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自立に向けたむらづくり重点施策　組織体系図(案）

行革プロジェクトチーム

　総務課・議会事務局
　・議会、監査、選管
　・企画、情報、広報
　・財政
　・税務
　・財産管理
　・庶務、行政、統計
　・交通安全
　・消防、防犯
　・会計

行政評価プロジェクトチーム

財政プロジェクトチーム

ＩＴプロジェクトチーム

男女共同参画プロジェクトチーム

住民の足プロジェクトチーム

地域ネットワークプロジェクトチーム

協働プロジェクトチーム

健康づくりプロジェクトチーム

子育て支援プロジェクトチーム

３６１誘客プロジェクトチーム

産業活性化プロジェクトチーム

観光再生プロジェクトチーム

豊かなひとづくりプロジェクトチーム

　住民福祉課
　・保健
　・福祉、介護保険
　・厚生
　・住民登録、戸籍
　・環境衛生
　・国保、老健、年金
　・保育所、子育て支援センター

　建設水道課
　・土木
　・建築
　・簡易水道
　・下水道
　・国土調査

　産業振興課
　・商業、工業
　・観光
　・農務、土地改良
　・林務
　・観光施設
　・農業委員会事務

　教育委員会事務局
　・学校教育
　・社会教育

プロジェクト
推進委員会

・チームリーダー

自立プラン
推進本部

・村長
・助役
・教育長
・管理職

むらづくり協議会（30名程度）
　・各種団体の代表者
　・公募委員

福祉のむらづくりプロジェクトチーム



２ 財政計画 
 
    将来のむらづくりや行財政運営はどうあるべきかを考えるに当たっては、村の財政が今後

どのように推移していくのかについて、予測をしておく必要があります。 

    村では、合併協議の中で７町村が合併した場合に財政状況がどのように変化していくのか

を明らかにするための平成１７年度から１０年間の財政シミュレーションと合せて、村単独の

財政シミュレーション（平成１５年度策定）を住民の皆さんにお示ししてきました。また、合併

協議会協定項目結果と住民サービスの水準及び負担等比較一覧表により合併、自立の判

断材料として提供してきました。平成１７年度予算については、それらを基本に編成されてい

ます。今後は、比較検討の財政シミュレーションでなく、自立にむけた住民・行政の取組を支

える歳入が将来どのようになっていくか見極め、また、個々の具体的な歳出はどうあるべき

かを検討する必要があります。また、財源確保のための新たな増収対策と、「税の公平性の

原則」維持のため徴収対策の強化も求められています。 

これらを踏まえて、平成１５年度に策定した財政シミュレーションを平成１７年度前半に見

直しをし、新たに財政計画を策定します。 

 【参考資料】 

 

H８ H９ H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16見込 H17予算

普通交付税 1,372,709 1,155,021 1,214,765 1,268,085 1,255,838 1,147,596 917,798 808,504 778,820 700,000

臨時財政対策債 0 0 0 0 0 63,300 130,800 224,900 155,300 119,000

歳入合計 2,942,455 2,885,929 2,997,851 3,539,246 3,086,617 2,949,351 2,758,505 2,837,609 2,447,231 2,069,202

※　Ｈ８～H１５は決算統計数値、H１６は見込額

（単位：千円）　
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歳入と普通交付税等の推移
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平成17年度 平成16年度

当初予算額 当初予算額

1 人件費 420,889 468,264 △ 47,375 △ 10.1

2 扶助費 72,636 70,277 2,359 3.4

3 公債費 414,616 460,307 △ 45,691 △ 9.9

908,141 998,848 △ 90,707 △ 9.1

4 普通建設事業費 189,574 170,970 18,604 10.9

(1) 補助事業費 43,495 43,495 皆増

(2) 国直轄負担金 0

(3) 単独事業費 97,486 122,377 △ 24,891 △ 20.3

(4) その他（補助） 0

(5) その他（単独） 48,593 48,593 0 0.0

5 災害復旧事業費 0 0 0

(1) 補助事業費 0

(2) 国直轄負担金 0

(3) 単独事業費 0

6 失業対策事業費 0

189,574 170,970 18,604 10.9

7 物件費 298,062 354,167 △ 56,105 △ 15.8

8 維持補修費 10,327 12,855 △ 2,528 △ 19.7

9 補助費等 347,660 409,090 △ 61,430 △ 15.0

10 積立金 236 256 △ 20 △ 7.8

11 投資及び出資金 0

12 貸付金 3,600 2,200 1,400 63.6

13 繰出金 306,602 302,891 3,711 1.2

14 前年度繰上充用金 0

15 予備費 5,000 5,000 0 0.0

971,487 1,086,459 △ 114,972 △ 10.6

2,069,202 2,256,277 △ 187,075 △ 8.3

（単位：千円、％）

増 減 額 増 減 率

歳  出  合  計

　
　
経
費

義
務
的

義務的経費　計

投
　
資
　
的
　
経
　
費

投資的経費　計

そ
　
の
　
他

その他　計

　 歳出（性質別）集計表　（一般会計）

予備費
0.2%

繰出金
14.8%積立金

0.0%

貸付金
0.2%

補助費等
16.8%

維持補修費
0.5%

物件費
14.4%

普通建設事業費

7.6%

公債費
20.0%

扶助費
3.5%

人件費
20.3%

※地方財政調査（決算統計）の作成

   要領に準 じて作成しているため、

   予算書積上金額とは異なる。

H17当初予算

構 成 比
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Ⅳ プラン策定の経緯 
（議会及び庁内の検討事項は除く） 
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平成 16 年 7 月 13 日 

～8月12日（以降随時） 

むらづくりに向けて提案・提言・アイディア募集 

・１４４提案（庁内処理関係分を除く） 

平成 16 年 8 月 18 日 木曽川源流の里むらづくり協議会設置要綱公布・施行 

平成 16 年 9 月 2 日 

第 1 回木曽川源流の里むらづくり協議会 

・１０９名に委員を委嘱（第１回以降の追加者を含む最終人数） 

（委員１０９名＋市町村コンシェルジュ２名＋行政職員２３名＝１３４名） 

・協議会の方向・方針について 

・会長の選出 

・提案、提言事項について 

・住民サービスの水準、負担等の今後の方針についての扱いにつて 

長野県出前講座の実施 

・テーマ「自立に向けた村づくりの進め方」 

平成 16 年 9 月 29 日 

第 1 回産業振興部会 

・正副部会長の選出 部 会 長⇒岩原 力さん 

  副部会長⇒栗屋文則さん・藤原和弘さん 

・提案、提言事項について検討 

第 1 回自治のあり方検討部会 

・正副部会長の選出 

部会長⇒奥原正人さん  副部会長⇒阿部 弘さん 

・提案、提言事項について検討 

平成 16 年 9 月 30 日 広報きそ№２６６ 自立に向けた取り組み記事掲載 

平成 16 年 10 月 1 日 

第 1 回総務企画部会 

・正副部会長の選出 

部会長⇒深澤衿子さん  副部会長⇒湯川寛史さん 

・提案、提言事項について検討 

第 1 回住民部会 

・正副部会長の選出 

部会長⇒奥原 当さん   副部会長⇒原 善一さん 

・提案、提言事項について検討 

平成 16 年 10 月 6 日 

第１回代表者会議 

・第２回協議会検討事項について 

第２回木曽川源流の里むらづくり協議会・第１回代表者会議 

  ・会長の選出    会長に澤頭修自さんを選出 

・各部会論議の進捗状況の報告 

・住民サービスの水準、負担等の今後の方針資料について 

第２回各部会 

  ・提案、提言事項について 

平成 16 年 10 月 18 日 
第３回住民部会 

・提案、提言事項について 

平成 16 年 10 月 19 日 
第３回自治のあり方検討部会 

・提案、提言事項について 

平成 16 年 10 月 21 日 
第３回総務企画部会 

・提案、提言事項について 

平成 16 年 10 月 22 日 
第３回産業振興部会 

・提案、提言事項について（スキー場関係） 

平成 16 年 11 月 6 日 
第４回住民部会 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 
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平成 16 年 11 月 12 日 

第１回むらづくりミーティング 

第 1 部 「自立に向けたむらづくりの先進事例に学ぶ」 

    講師：下伊那郡下條村長 伊藤喜平氏 

第 2 部 「むらづくり（住民自治）の体制に学ぶ」 

    講師：飯田市柿野沢農家組合 宮内博司氏 

平成 16 年 11 月 17 日 
第４回総務企画・自治のあり方検討部会（合同） 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

平成 16 年 11 月 18 日 
第４回産業振興部会 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

平成 16 年 11 月 24 日 
第５回住民生活部会 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

平成 16 年 11 月 25 日 広報きそ№２６７ 自立に向けた取り組み記事掲載 

平成 16 年 11 月 26 日 

第５回総務企画・自治のあり方検討部会（合同） 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

・提案、提言事項について 

平成 16 年 11 月 29 日 
第５回産業振興部会 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

平成 16 年 12 月 1 日 
第５回住民生活部会 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

平成 16 年 12 月 5 日 

第３回木曽川源流の里むらづくり協議会 

・「提案、提言事項」「住民サービスの水準、負担等の今後の方針」検討

経過の中間報告について 

  ・補助金、交付金の取扱いについて 

第２回むらづくりミーティング 

テーマ 「住民自治・自治組織のあり方と蟻ヶ崎西区町会の事例に学

ぶ」 

講師：松本市蟻ヶ崎西区前町会長 松本市議会議員 福島昭子氏 

演題：町会の運営方法と住民が主体となってつくる福祉の町づくり」 

平成 16 年 12 月 7 日 
第６回総務企画部会 

・提案、提言事項について 

平成 16 年 12 月 9 日 

第６回産業振興部会 

・住民サービスの水準及び負担等の今後の方針について 

・提案、提言事項について 

平成 16 年 12 月 21 日 
第６回自治のあり方検討部会 

・自治組織について 

平成 17 年 1 月 12 日 
第７回住民生活部会 

・提案、提言事項について 

平成 17 年 1 月 18 日 
第７回自治のあり方検討部会 

・自治組織について 

平成 17 年 1 月 19 日 
第２回代表者会議 

  ・第４回協議会検討事項について 

平成 17 年 1 月 20 日 

広報きそ№２６７ 自立に向けた取り組み記事掲載 

「行政サービスの水準・負担等の今後の方針について」住民周知広報

『「木曽川源流の里」が「木祖村」で在り続けるために』発行 

平成 17 年 1 月 27 日 

第４回木曽川源流の里むらづくり協議会 

・自治組織のあり方について 

  ・自立プランの骨子について 

平成 17 年 1 月 31 日 

第８回自治のあり方検討部会 

・自治会及び地域自治協議会の組織について 

・提案、提言事項について 



平成 17 年 2 月 22 日 
第９回自治のあり方検討部会（全自治会長） 

・自治会及び地域自治協議会の組織について 

平成 17 年 3 月 2 日 

第５回木曽川源流の里むらづくり協議会 

・地域自治協議会の組織について 

  ・自立に向けたむらづくり重点施策について 

平成 17 年 3 月 24 日 広報きそ№２６９ 自立に向けた取り組み記事掲載 

平成 17 年 3 月 30 日 

第６回木曽川源流の里むらづくり協議会 

・木祖村自立プラン（案）について 

  ・むらづくり協議会後継組織について 

平成 17 年 3 月 30 日 木曽川源流の里 木祖村自立プラン 策定 
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☆実質的な自立プラン検討機関であった「木曽川源流の里むらづくり協議会」の組織体系 

 

☆ 全体会 運営方針等の承認・改廃
会長の選出及び部会の構成
部会での論議の進捗状況の公開
全体に関わる事項の検討・承認
その他

☆ 代表者会 全体会の運営および総合調整（協議会提案事項の事前審査など）
各部会活動の状況把握と調整

☆ 部会

・総務企画部会 国の方針、財政面、諸計画、振興策を研究

例）増収対策の検討　など

・住民生活部会 福祉のサービスをはじめ種々の事務事業の水準や負担について研究

例）検診や保育料の住民負担額の検討や、福祉バスなどの検討

・産業振興部会 商工観光、農林業、建設土木等村内の産業の今後について研究

例）こだまの森のあり方や、道の駅の設置などの検討

・自治のあり方検討部会 地域自治のあり方、地域と行政の協働連携等について研究

例）自治会や公民館、婦人会等のあり方や連携など

☆ 調整会議 基本方針等の検討及び確認
基本構想・財政計画等との調整

☆ 庁内検討会 各課単位で検証した事務事業などの方針案を調整
むらづくり協議会（全体会・部会）での意見及び検討事項の検証及び反映

協議会　全体会
会長・職務代理

代表者会

総務企画部会
正副部会長

自治のあり方
検討部会
正副部会長

事務局（庶務）・総務課

庁内検討会
住民
提案・提言

住民サービスの水準・負担等の今後の方針及び提案・提言事項を専門的に
内容を検討

住民生活部会
正副部会長

産業振興部会
正副部会長

自治会長会 調整会議
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居
　
孝
男

産
業
振
興

会
計
室
長

平
田
　
一
己

総
務
企
画

5
区
‐
2
自
治
会
長

下
里
　
和
美

自
治

景
観
形
成
の
会

篠
原
　
勝
美

自
治

住
民
課
長

原
　
　
隆
一

住
民
生
活

6
区
自
治
会
長

渡
辺
　
昇

自
治

住
民
課
付
課
長

唐
沢
　
重
明

住
民
生
活

7
区
自
治
会
長

篠
原
　
勝
夫

産
業
振
興

公
民
館
長

翁
像
　
秀
雄

自
治

商
工
観
光
課
長

久
保
田
文
勝

産
業
振
興

8
区
自
治
会
長

湯
川
　
忠
利

産
業
振
興

藪
原
分
館
長

湯
川
　
忠
利
※

水
道
課
長

小
林
　
道
雄

住
民
生
活

9
区
‐
1
自
治
会
長

古
畑
　
節
行

総
務
企
画

小
木
曽
分
館
長

青
木
　
功

自
治

商
工
観
光
課
長
補
佐
圃
中
登
志
彦

産
業
振
興

9
区
‐
2
自
治
会
長

岩
原
　
英
夫

自
治

菅
分
館
長

原
　
孝
文

自
治

教
委
事
務
局
課
長
補
佐
笹
川
　
正
則

住
民
生
活

1
0
区
‐
1
自
治
会
長
武
重
　
慧

自
治

吉
田
分
館
長

中
村
　
誠
一

住
民
生
活

建
設
農
林
課
長
補
佐
唐
沢
　
清
七

産
業
振
興

1
0
区
‐
2
自
治
会
長
中
村
　
清
司

自
治

わ
ら
原
分
館
長

翁
像
利
久
男
　

自
治

建
設
農
林
課
長
補
佐
原
　
公
治

産
業
振
興

1
1
区
自
治
会
長

永
島
　
敏
夫

産
業
振
興

藪
原
自
治
婦
人
会
永
島
　
律
子

自
治

住
民
課
長
補
佐

岩
原
　
豊

住
民
生
活

1
2
区
自
治
会
長

奥
谷
　
茂
由

自
治

小
木
曽
婦
人
会

田
上
　
松
子

自
治

企
画
財
政
課
長
補
佐
永
井
　
克
也

総
務
企
画

1
3
区
自
治
会
長

牛
丸
　
宏
英

自
治

木
祖
小
学
校
P
T
A
湯
川
　
龍
麿

住
民
生
活

水
道
課
長
補
佐

五
月
日
　
充

住
民
生
活

1
4
区
自
治
会
長

青
木
　
晋

自
治

木
祖
中
学
校
P
T
A
奥
原
　
弘

住
民
生
活

住
民
課
長
補
佐

神
出
　
咲
子

住
民
生
活

1
5
区
自
治
会
長

田
上
　
善
一

自
治

と
ち
の
み
保
育
所
保
護
者
会
　
五
月
日
 実

住
民
生
活

総
務
課
課
長
補
佐
川
口
　
み
づ
ほ

住
民
生
活

1
6
区
自
治
会
長

小
松
　
貞
義

産
業
振
興

藪
原
長
寿
会

伊
藤
利
喜
男

総
務
企
画

総
務
課
係
長

渡
辺
　
孝

総
務
企
画

1
7
区
自
治
会
長

笹
川
　
義
孝

自
治

小
木
曽
楽
生
会

小
垣
外
 弘

住
民
生
活

総
務
課
主
査

永
瀬
　
隆
利

産
業
振
興

1
8
区
自
治
会
長

藤
原
　
保
明

自
治

菅
長
寿
会

奥
原
　
康
夫

住
民
生
活

長
野
県
林
務
部
林
業
振
興
課
赤
堀
　
三
幸

産
業
振
興

1
9
区
自
治
会
長

笹
川
　
民
雄

自
治

体
育
協
会

奥
原
　
正
男

住
民
生
活

木
曽
建
設
事
務
所
総
務
課
井
出
　
匡
彦

総
務
企
画

ス
キ
ー
ク
ラ
ブ

平
井
　
厚

総
務
企
画

教
育
委
員
長

沢
頭
修
自

総
務
企
画

ス
キ
ー
学
校

栗
屋
　
文
則

産
業
振
興

総
務
企
画
部
会

2
5
名

教
育
委
員
長
職
務
代
理
者
武
重
　
慧
※

青
少
年
育
成
連
絡
協
議
会
篠
原
　
勝
美
※

住
民
生
活
部
会

3
2
名

教
育
委
員

唐
沢
　
達
夫

総
務
企
画

産
業
振
興
部
会

4
5
名

教
育
委
員

青
木
　
瑞
穂

総
務
企
画

自
治
の
あ
り
方
検
討
部
会

3
2
名

教
育
委
員

部
　
　
会

農
業
者
団
体

商
工
会

木
曽
交
流
創
造
塾

市
町
村
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

一
般
公
募

実
人
数
　
１
３
４
名

福
祉
団
体
等

村
議
会
議
員

役
場
職
員

自
治
会
長

公
民
館

社
会
教
育
関
係
団
体
等
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